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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
五
号

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

第
二
十
八
条
の
五
十
五
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
五
条
の
十
五
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五

条
の
十
五
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
が
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
（
以
下
「

指
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
及
び
預
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
（
以
下
「
指
定
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
を
次
の

よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

一

指
定
有
価
証
券

イ

地
方
債

ロ

政
府
保
証
債
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）

二

指
定
金
融
機
関
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イ

銀
行

ロ

長
期
信
用
銀
行

ハ

全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会

ニ

全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

ホ

労
働
金
庫
連
合
会

ヘ

農
林
中
央
金
庫

ト

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
号
（
電
気
事
業
法
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
が
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
及
び
預
金
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。


